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　おわりに

はじめに

　日本において「高齢化社会」と叫ばれて久しく、まさしく「高齢社会」

に突入した現在、社会経済システムは様々な変革が求められている。地

方においてはさらに進んで「消滅可能性都市」といった議論さえも俎上

に上がるようになっている。国や地方における行政サービスについても

人口減少を伴った高齢社会に対応すべく、その改革は喫緊かつ最大の課

題となっている。

　高齢社会の行政サービスとしては高齢者福祉等を中心とした社会保障

サービスが注目されるが、高齢化の進展に追随した形で汲々として支出

を増加させている現状である。財政負担の観点から支える側 ･支えられ

る側といった議論が多いが、そもそも高齢社会における行政サービスと
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して、比重を増す高齢者を含めた地域住民に真に求められているものは

どのようなものなのか、といった本源的視点が欠けているといわざるを

えない。高齢社会の未来像が描けないのもそのような点にあるのではな

いだろうか。特に、地方において市町村は基礎自治体として高齢化する

社会と直に向き合わなければならない。今後も高齢化率は上昇し続ける

ことは明白なことであり、財源論以前の問題として高齢社会の地域住民

サービスはどうあるべきかを考える必要があるだろう。

　現在の高齢化の進んだ地域は、現実には過去において断続的あるいは

継続的に若者が都会へ移住することによって高齢者が取り残されたとい

う側面が大きいが、高齢者がその地域の公共財サービス水準及び租税負

担水準を選好して、積極的に住み続ける選択を行っているという側面も

厳然として存在する。その視点に立てば、今後の高齢社会のモデルとし

て高齢化の進んだ地域を取り上げて分析を行うことは、今後の高齢社会

のあり方を考える上でも重要である。

　行政サービスの受益が地価に帰着することを資本化（capitalization）

と呼び、資本化仮説として理論化されている。本稿では資本化仮説の検

証という手法で地方の行政サービスのあり方を考察する。具体的には、

地方の歳出項目についてヘドニック法を用いて資本化仮説の検証を行う

とともに、さらに進めて、高齢社会の地方行政サービスという観点から

高齢化の進んだ地域を取り上げて資本化仮説の検証を行っていく。

第１節 高齢化の進展と地方歳出の推移

　1.1 高齢化の進展

　日本における高齢化の進展はすでによく知られたことではあるが、以

下の図 1により確認しておく。5年間隔の数値であり将来部分は推計と

なるが、総人口は 2010 年をピークに減少し、50 年後の 2060 年には、

60年前の1950年の水準に戻ることなる。それにも関わらず、高齢化率（65
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歳以上人口比率）は推計最後の 2060 年まで上昇の一途を辿ることが確

実視されている。

　周知のことではあるが、今後は様々な面で高齢者が主役となる世界が

出現することとなる。

（出典：『高齢社会白書』より）

　1.2 地方歳出の推移

　次に、過去から現在における地方歳出の推移を以下の図 2で確認する。

　数値は 1980 年度からの 2013 年度までの 5年間隔（直近は 3年間隔）

の市町村の歳出の推移であるが、歳出総額はバブル期に大きく拡大し、

バブル崩壊過程の 1995 年度に一旦ピークを迎える。その後伸び悩むが、

2005 年度から 2013 年度にかけて増加している。

　このような歳出全体の推移の中で、主要経費目的別費目の歳出に占め

る構成比が 10%以上の 5つの費目の推移を取り上げると、この期間中

の民生費構成比の大幅な伸びと土木費をはじめとしたそれ以外の費目の

構成比の低下ないし横ばい傾向は明確なコントラストを生んでいる。
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（出典：『地方財政白書』各年度版より作成）

　民生費の顕著な構成比の拡大について、図 3でその内訳を確認すると、

1995 年度以降、各内訳費目で歳出全体に占める構成比は着実に大きく

なっている。直近の 10 年間では児童福祉費の拡大が顕著である。対照

的な土木費の構成比の低下について、図 4でその内訳を確認すると、都

市計画費は 1995 年度までは大きく拡大しその後急激に低下している。

また、道路橋梁費は継続的にその構成比水準を下げている。それ以外の

内訳費目も徐々に構成比を下げている。1995 年度までの都市計画費の

拡大が他の費目の縮小を埋め合わせて土木費全体の水準維持に寄与し、

それ以降の都市計画費の構成比低下により土木費全体の構成比の落ち込

みが鮮明になったといえる。
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（出典：『地方財政白書』各年度版より作成）　　　　

（出典：上記と同様）　　　　

　このように見ていくと、日本全体におけるこれまでの高齢化の進展に

対して、マクロで見た地方歳出は構造的な影響を受けているのか判然と

しない。逆に言うと、地方が高齢化という人口構成の変化に対応できて

いるのか、住民ニーズの変化に対応できているのか、という点で疑問が

残る。

　この点について、資本化仮説を用いて検証を行っていくことが本稿の

主題である。
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第２節 資本化仮説

　2.1 資本化仮説の理論

　資本化仮説とは、公共財サービスや租税負担がその地域の地価に帰着

するという考え方である。

　資本化仮説の理論展開において、地方公共財の社会的限界便益がすべ

て地代（地価）の上昇に帰着（資本化）することとなる。そして、地方

公共財の財源としての租税負担を考えれば、租税負担は逆にすべて地代

（地価）の下落として帰着（資本化）することとなる。すなわち、地方

政府が公共財供給量を増やすことによって、住民はその分だけ税負担が

増し、結果として限界便益から限界費用を差し引いた限界純便益を得る

ことになる。

　そのため、地方政府は住民の限界純便益がゼロとなるまで公共財供給

を行う、すなわち地価がもっとも高い水準になるように公共財の供給量

を決定するならば、住民が地方公共財から得る便益を最も大きくするこ

とができる。この帰結は、地方公共財の限界効用の和と限界費用が等し

くなるという Samuelson 条件と同じ結論である 1。

　以下では、東（2010）の整理に従ってBrueckner（1982）の理論モデ

ルを紹介する。

　Brueckner（1982）は、地方政府の目的関数である地価関数を次式の

ように導出している。

　添え字の i は地域を示しており、ｍは総地域数である。Pi は i 地域の

地価、gik は i 地域において供給されている種類 k（k=1,2）の公共財、qi
は i 地域の住宅の特性、yi は i 地域の平均所得、πi は i 地域に立地して

1 金本（1997）を参照。
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いる企業の資本ストック、Si は上位階層の政府から地方政府に対する補

助金、ni は i 地域に居住する住民数である。また、Cik（k=1,2）は公共

財供給の費用関数であり、Cik は、

を満たす。（1）式より、地方公共財の供給量の変化が地価
に与える効果は次式のように得られる。

　右辺の第 1項は、公共財供給の増加によって、地域の効用水準の上昇に

伴い他地域からの人口流入することで、土地需要が増加して、地価が上昇

することを示している。第 2項は、公共財供給を増加させるための限界費

用を表している。増税分だけ地域住民の効用水準が低下することになるの

で、他地域へ人口流出することで土地需要が減少し、地価が低下する。

　2.2 先行研究

　資本化仮説の検証はRoback（1982）、Brueckner（1982）が嚆矢とな

り数多くの実証分析が行われている。日本では、社会資本の効率性を評

価する目的で林（2003）、赤木（2004）等の数多くの実証分析の蓄積が

重ねられてきた。

　本稿の問題意識である地方の歳出全般を対象とした分析は比較的少な

く、近藤（2008）、（2009）、東（2008）、（2010）、（2011）等が挙げられる。

これらの論文はBrueckner（1982）のモデルを元に分析を進めている。

以下に、これらの論文の特徴と本稿で主眼としている地方歳出の推定結

果に絞って紹介する。

　まず、近藤論文について見ていくと、2論文とも資本化仮説の検証に

焦点が当てられている。

　近藤（2008）は、全国の都市を対象に 1985 年度から 2000 年度までの

期間中の 4ヵ年についてそれぞれクロスセクション推定を行い、地方公
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共支出（性質別歳出の 2項目、目的別歳出の 4費目、公共サービスの代

理変数）と租税負担（固定資産税）の資本化の有無を検証している。ま

た、定額補助金と定率補助金の違いや地方債の効果についても検討して

いる。推定結果として、主にインフラ関連、教育関連の支出が地価に有

意にプラスの影響を与えているとの結果を得ている。目的別歳出の 4費

目の推定結果に絞ると、土木費、教育費がプラスで有意であるが、民生

費、衛生費がマイナスか有意でないという結果となっている。近藤（2009）

は、全国の市町村を対象に平成の大合併の影響を考慮するという狙いか

ら 2006 年度についてクロスセクション推定を行い、性質別歳出（2項目）

と租税負担（固定資産税）の資本化の有無を検証しており、地方債残高

の効果についても検討している。なお、地域ブロック別や自治体規模別

の推定も行っている。OLS 推定の結果として、インフラ関連の財政支

出が資本化している一方で、経常的な歳出は地価に反映されにくいと

いった結果を得ている。

　次に、東論文について見ていくと、3論文とも資本化仮説の検証によ

る効率性判定が主眼となっている。本稿の関心事である資本化仮説の検

証結果に絞って紹介する。

　東（2008）は、資本化仮説に住民移動を明示的に導入することを主旨

として 3大都市圏の市を対象に 2004 年度についてクロスセクション推

定を行っている。目的別歳出（その内訳を含む）の 9費目について資本

化を検証し、各費目別のOLS 推定結果としては、民生費、消防費、教

育費、小 ･中学校費が有意に総資産価値にプラスに影響する結果となっ

ている。住民移動関数を考慮した推定では、有意となる変数（財政支出）

は減少するとしている。東（2010）は、3 大都市圏の市を対象として

2004 年度についてクロスセクション推定をおこない、目的別歳出（そ

の内訳を含む）の 9費目について資本化を検証している。各費目別の推

定結果としては、衛生費、農林水産業費、消防費の 3費目が有意に総資
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産価値にプラスに影響する結果となっている。東（2011）は、逆U字

型に推定した回帰曲線で推計するとともに効率性の判定基準を構築し検

討を加えている。3大都市圏の市を対象として、2004 年度についてクロ

スセクション推定で目的別歳出の 7費目について資本化を検証してい

る。そして、民生費、衛生費、農林水産業費に関して有意な結果が得ら

れたとしている。

　以上のように、先行研究における地方の歳出に対する資本化仮説の実

証結果は、分析範囲や分析手法の違いによって歳出費目の資本化の検証

結果の傾向が変わっており、有意な結果が得られた費目も多いとはいえ

ない。また、本稿のような高齢化が進んだ地域における資本化仮説の検

証という視点での分析は行われていない。

　2.3 実証分析における係数の評価

　資本化仮説の実証分析において、効率性の検証が目的とされることが

多いのは理論的に資本化仮説において地方公共財の限界効用の和と限界

費用が等しくなるという Samuelson 条件と同じ結論が得られるという

点からである。

　しかし、近藤（2008）、（2009）で指摘されているように、実証分析に

よって推定する地代（地価）関数における財政支出にかかる係数をどの

ように解釈するのかによって地方公共財の効率性を識別できるかどうか

の判断が分かれる。近藤論文では、「財政支出にかかる係数を、租税負

担を差し引いた地方公共財の限界純便益として解釈するならば効率性を

検証することとなるが、租税負担を考慮した地価関数を推定した時は、

『限界粗効用（租税負担を考慮しないグロスの限界効用）を表している

とみなすのが適切である』と考えられる」2 として、計測された財政支

出の回帰係数は限界粗効用を表しているものと解釈して資本化仮説の検

2 近藤（2009）pp.15‐16 参照。
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証を行っている。本稿においても、近藤論文の立場で財政支出にかかる

係数を解釈し、資本化仮説の検証を行うこととする。

第３節 分析内容

　3.1 分析対象範囲：2カテゴリーの設定

　分析対象として全国の市を取り上げる。その際に次のような 2つのカ

テゴリーを設定する。

　まず、第一のカテゴリーとして、東京 23 区を除く全ての市（以下、「全

市」とする）を分析対象とする。分析年度として年齢別人口のデータの

制約から 2010 年度を分析対象とする。データサンプルは 2010 年度時点

の市の数である 786 市となる。その時点の全人口の 83.7% をカバーして

いる。

　次に、第二のカテゴリーとして、高齢化率の高い市（以下、「高齢市」

とする）についても分析対象とする 3。分析年度は同じく 2010 年度とす

る。

　高齢市の選定については、各市の高齢化率（65 歳以上人口比率）を

基準におこなう。2010 年の各市の高齢化率の状況を以下に図 5に示す。

（筆者作成）
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なお、2010年の全国ベースの高齢化率は23％である（第1節の図1参照）。

　市単位でみた 2010 年の高齢化率の最頻値は 22% 台で 69 市である。

その 22%台から 23%台、24%台と該当市数は急減するが、25%台再び

微増し、再び 25%台以降は逓減している。

　高齢化率 25%以上の市については一様の逓減傾向が見られることか

ら同質性が予想され、サンプル数確保との兼ね合いから、本稿では高齢

化の進んだ地域として高齢化率26%以上を高齢市として分析を進める4。

高齢化率 26%以上の市ではサンプル数は 326 となっており、全市の場

合（786 市）のサンプル数の 41.48% であり、人口ベースで見ると全市

の場合の 14.1% となっている 5。

　3.2 推定式

　第 2節の 2.1 における理論モデルから以下のような推定式を用いる。

　添え字の i は自治体を表す。Pは住宅地地価、gは歳出費目、OGは

その他の歳出、t は租税、KPは民間資本ストック、Xは地域特性をコ

ントロールする変数を表す。添え字の j は複数のコントロール変数の区

別を表す。εは誤差項を示す。

　本稿においては歳出費目ごとにそれぞれ最小二乗法による推定を行っ

た 6。そのため、歳出総額から分析対象の歳出費目を除いた「その他の

3 本稿では、全ての市について同質性を前提とする資本化仮説の検証を行うととも
に、別途、高齢化の進んだ市を高齢者向け公共財へのニーズという同質性を持つ
地域住民の集まりとしてカテゴライズして、同様の分析を試みる。
4 平成 27 年度の高齢白書では、最新データとして 2013 年の高齢化率は 26.0％との
ことである。
5 全市の分析と高齢市の分析でのサンプル構成の地域差については後述の地域ブ
ロックの記述を参照。
6 既存研究によっては、複数の歳出費目を 1本の推定式で分析しているものも存在
するが、その場合、各費目間で多重共線関係が発生する可能性があるため、本稿
では東（2008）、（2010）の手法に倣い歳出費目ごとに推定を行うこととする。
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歳出」についても変数として採用している。

　Xの地域特性をコントロールする変数として、前述の地方歳出の資本

化を扱った先行研究を参考にして、次のような変数を導入する。「可住

地面積比率」、「持ち家比率」、「所得水準」、「ベッドダウン ･ダミー」、「地

域ブロック ･ダミー」の 5つである。

　3.3 分析データ

（1）被説明変数と説明変数（コントロール変数）

　被説明変数の住宅地地価については、『都道府県地価調査』における

各市の「住宅平均地価」を用いた 7。

　説明変数のうちのコントロール変数の詳細を以下で述べていく。

　まず、「可住地面積比率」と「持ち家比率」は地域における土地利用

に対して影響を与えることから変数に採用した。また、都市の性格とし

て、通勤 ･通学先として人を集める機能を果たす都市なのか、居住地と

して人を集める機能を果たす都市なのかといった地域特性を表す変数と

して、昼夜間人口比率が 1を切る地域に「ベッドタウン ･ダミー」を導

入した。これらの説明変数の符号条件は先験的には分からない。

　地域住民の所得水準についても地域特性と考えられ、データとして、

課税対象所得を納税者数で割った「納税者 1人あたり課税所得」を採用

した。この変数は理論上、地価にプラスの影響を与えることが想定され

る。

　その上でも、住宅地地価に地域固有の要因（気候等の環境や歴史的発

展経緯等）が存在し、上記のコントロール変数のみでは制御できないこ

7 資本化を検証する際に同時性を考慮し、地価に 1期等のラグを用いる先行研究も
あるが、本稿においては 2010 年の地価データを用いた。1期ラグの 2011 年の地
価データでは地域によっては東日本大震災により大きな影響を受けている、ある
いはデータの欠落が発生しているという制約がある。『都道府県地価調査』が 7
月 1日におけるデータであり、当該年度の歳出金額の情報についても周知されて
おり、またその執行も始まっているため問題はないと考える。
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とが考えられるため、地域固有の要因をコントロールするために「地域

ブロック ･ダミー」の変数を設定した。地域の区分については、県単位

でとらえた上で国土審議会における広域地方計画区域の 8圏域を参考に

一部を合体させた 7ブロックとして、それぞれに該当する市を振り分け

た8。本稿最後の付表1では地域ブロックの構成を、付表2では地域ブロッ

ク該当市を、それぞれ記載している。分析においては、首都圏ブロック

を基準としてそれ以外の地域ブロックをダミー変数とした。

　地域特性のコントロール変数以外の変数を以下に示す。

　地域の民間資本の蓄積状況については「小売店数と大型店舗数の合計」

を代理変数として導入した。この変数は理論上、地価にプラスの影響を

与えることが想定される。

　財政変数として、租税については「固定資産税実効税率 9」を説明変

数として用いた。固定資産税実効税率は理論からも地価にマイナスに資

本化することが想定される。

　本稿は歳出における各費目の資本化の検証が主眼であり、各歳出費目

に関する変数については次項で詳しく述べる。

（2）歳出費目の変数

　歳出費目として、目的別歳出の費目をその内訳を含めて可能な限り分

析対象とした。ただし、分類費目の支出内容が住民サービスと対応関係

をもって結びつくと考えにくい項目、市によってデータの欠落がある項

目、金額割合が著しく小さい項目について除外した。その結果、目的別

歳出のうちで、民生費、衛生費、農林水産費、商工費、土木費、消防費、

8 一部地域のみにダミー変数を設定する方法もあるが、本稿では各地域においてコ
ントロールしきれない地域特性（他地域との差）が存在するという想定の元、全
地域をカバーする形で地域ダミーを設定している。
9 固定資産実効税率は、固定資産税収・土地分÷土地資産総額で計算を行った。
この変数はデータ制約上、都道府県単位のデータとなる。
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教育費の 7分類を分析対象とした。住宅地地価との関連が明確でない歳

入費目についても検証の対象としている。

　また、費目内訳においては、民生費の内訳の社会福祉費、老人福祉費、

児童福祉費、生活保護費、土木費の内訳の道路橋梁費、都市計画費、教

育費の内訳の小学校費と中学校費の合計について分析対象とした。1節

で概観した市町村の歳出状況の時系列変化で 20 年以上にわたって構成

比が伸びている民生費、逆に構成比が低下している土木費、教育費につ

いて内訳を含めて分析対象となっていることとなる。

　これらの各歳出費目について、変数とする際に公共財サービスの人口

や面積の規模効果を取り除くために、以下の表 1のデータで除している。

　「該当費目以外の歳出」については、人口で割ることで規模を調整した。

この「該当費目以外の歳出」変数は、該当費目の残余（歳出総額から該

当費目金額を差し引いた金額）であり、一種のコントロール変数のよう

な扱いをする。

　以上のような変数データで分析を行うが、データの出所については付

表 3で示している。　

10

10 生活保護は受給者を年齢別に見ると、60 歳以上が 50％を超えている（平成 21
年度）ことから、60 歳以上人口で割引いた。
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　3.4 分析対象とした歳出費目の状況

　以下では、分析対象として採用した費目について、歳出全体に占める

割合を表 2に示し概観しておく。

　分析対象の目的別歳出の 7分類が歳出全体に占める割合は、全市の場

合では 75.2%、高齢市の場合では 69.8% となっている。

　全市の歳出割合と高齢市の歳出割合で傾向が変わる部分を以下で見て

いく。高齢市での数値を全市の数値と比べて見てみると、民生費の歳出

割合が顕著に下がっている。内訳で見ると、社会福祉費割合が 1％ポイ

ント程度下がり、老人福祉費割合が 1%ポイント程度上がっている。児

童福祉費割合、生活保護費割合については、3%ポイント程度下がって

いる。他の費目では、農林水産費割合については顕著に上がっており、

商工費割合、土木費割合が下がっている。衛生費割合と消防費割合につ
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いては僅かに上がっており、教育費割合についてはほぼ同様である。

　以上のような特徴の 2種類のサンプルをそれぞれ分析することによっ

て、資本化に違いがあるのかを検証することとなる。

第４節 分析結果

　推定結果については、付録の分析結果表 1～ 12にまとめている。推定

の有意検定については、理論モデルにおいては符号条件が明らかでない

変数が含まれているため、有意水準は両側検定で 1%、5%、10%とした。

　以下で全市についての分析結果と高齢市についての分析結果をそれぞ

れ述べていく。

　4.1 全市についての分析結果

　全市の分析結果は付録の分析結果表 1～ 6に示されている。歳出項目

に応じて 14 パターンの回帰分析を行っている。各回帰分析の自由度調

整済み決定係数は概ね 0.8 前後となっている。

（1）コントロール変数の推定結果

　まず、コントロール変数の結果について 14 パターンを概観する。

　符号条件が理論的に明らかではない変数として「可住地面積比率」は

概ねプラス、「持ち家比率」は概ねマイナスでそれぞれ有意に推定され

ている 11。

　符号条件が理論として明らかな変数を見ていくと、「納税者 1人あた

り課税対象所得額」は、全てのパターンで安定的にプラスに有意となっ

ている。「固定資産税実効税率」については、全てのパターンで安定的

にマイナスに有意となっている。これらの結果はそれぞれ理論と整合的

である。民間資本の代理変数として導入した「人口千人あたり小売店と

11 推定された符号は先行研究での結果と同じである。
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大型店舗の合計店数」は各パターンで有意ではなかった。

　ダミー変数として導入した「ベッドタウン・ダミー」も全てのパター

ンで安定的にプラスに有意となっており、ベッドタウンという都市の性

格が住宅地地価にプラスであることがわかる。「地域ブロック ･ダミー」

の推定結果は各パターンで地域によって有意な値と有意ではない値に分

かれている。

（2）歳出費目の推定結果

　次に、本分析の主眼である歳出費目の推定結果を検討していく。まず、

費目の大分類を見ていくと、対象とした 7分類（全歳出金額の 75.2%）

のうち、民生費、衛生費、商工費、土木費、消防費の 5分類においてプ

ラスで有意な結果となっており、地方の財政支出が地価に資本化されて

いることが検証された。ただし、農林水産費、教育費の 2分類は有意な

結果とはならなかった 12。地方の歳出の多くの費目において、そしてそ

の金額の歳出全体に占める割合として 62.6％を占める部分おいて資本化

が確認されたことは、「地方歳出の資本化」を証明するに十分な結果と

考えられる 13。

　さらに、民生費と土木費、教育費については、その内訳である小項目

においても推定を行っており、その結果として、民生費における内訳項

目である社会福祉費、老人福祉費、児童福祉費、生活保護費の各小項目

においても、プラスに有意の結果が得られており、それらの支出は地価

に資本化されていると考えられ、民生費全体のプラスに有意な結果をさ

らに補強している。土木費における内訳項目である道路橋梁費、都市計

12 農林水産費が住宅地地価に対して有意ではないことは、直観的にも妥当なこと
と思われる。教育費については、別途費目を対数変換して推定したところ有意な
結果が得られ（分析結果表に示す）、資本化は確認できる。
13 分析年度の違いとともに変数の設定の違い等があるが、本稿の推定結果では、
先行研究で有意な結果が得られた費目の項目数を上回る項目で資本化が認められ
た。
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画費の各小項目についてもプラスで有意の結果であり、小項目において

もそれらの支出は地価に資本化されていると考えられる。土木費の内訳

としてこれら 2項目で土木費全体の 78.9% を占めていることからも、こ

れら 2項目の結果が、土木費全体のプラスに有意な結果をさらに補強し

ていると考えられる。教育費の内訳としての「小学校費と中学校費の合

計」についての結果は有意ではなかった 14。

　4.2 高齢化率の高い市についての分析

　高齢市についても歳出項目に応じて、全市の場合と同様に 14 パター

ンの回帰分析を行った。分析結果は付録の分析結果表 7～ 12 に示され

ている。サンプルは 326 市であり、各回帰分析の自由度調整済み決定係

数については概ね 0.65 前後となっている。

　

（1）コントロール変数の推定結果

　まず、コントロール変数の結果について、14 パターンを概観する。

　符号条件が理論的に明らかではない変数を見ていくと、「可住地面積

比率」は有意ではないケースが多い。「持ち家比率」については概ねマ

イナスで有意な推定結果であり、この結果は全市での分析結果と同様で

ある。

　符号条件が理論において明らかな変数を見ていくと、「納税者 1人あ

たり課税対象所得額」は、全てのパターンで安定的にプラスに有意であ

り、「固定資産税実効税率」についても全てのパターンで安定的にマイ

ナスに有意であり、それぞれ理論と整合的である。民間資本の代理変数

である「人口千人あたり小売店と大型店舗の合計店数」については、全

てのケースでプラスに有意となっている。この結果は理論と整合的であ

14 「小学校費と中学校費の合計」についても、教育費の場合と同様に別途費目を対
数変換して推定したところ、有意な結果が得られ（分析結果表に示す）、資本化
は確認できる。
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り、全市での分析では有意とならなかったこととは異なる。

　ダミー変数を見ていくと、「ベッドタウン・ダミー」は 1つの推定結

果（歳出費目が消防費のケース）を除いて、プラスで有意となっている。

「地域ブロック ･ダミー」の推定結果は、全市での分析結果と同様に各

パターンで地域によって有意な値と有意ではない値に分かれている 15。

（2）歳出費目の推定結果

　次に、本分析の主眼である歳出費目の推定結果を検討していく。まず、

費目の大分類を見ていくと、対象とした 7分類（対象市の全歳出金額の

69.8%）のうち、民生費、衛生費、土木費、消防費の 4分類においてプ

ラスで有意な結果となっており、そしてその金額の歳出全体に占める割

合として半分を超える部分（51.0％）おいて資本化が確認された。この

ことは、高齢市においても「地方歳出の資本化」を証明しているといえ

る。

　農林水産費はマイナスに有意な結果となっており、資本化の想定とは

逆の結果となっている。全市での分析でも農林水産費は有意ではないと

いう結果となっており、その点を合わせて考えると、農林水産費は住宅

地地価と関連がなく、さらに、高齢市においては過疎地の代理変数のよ

うな形で効いている可能性が考えられる。商工費と教育費については有

意ではないという結果となった。全市での分析で有意であった商工費が

高齢市で有意とならなかったことは目立った違いである。

　さらに、全市での分析と同様に民生費と土木費、教育費については、

その内訳である小項目においても推定を行った。その結果、民生費の内

訳において、児童福祉費が有意にプラスとなるものの、社会福祉費、老

15 特に、地域ブロックダミーの分析結果で、全市と高齢市の傾向が異なるのはデー
タサンプルの範囲が異なることが要因と考えられる。例えば、基準とした首都圏
に該当する市も高齢市の場合では全市の場合よりも対象市が絞られることになる
が、そのようなサンプルの狭まりが作用して、結果として特定の地方ダミーがプ
ラスに有意な結果となって現れていると考えられる。
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人福祉費、生活保護費については有意ではなくなった。サンプルを高齢

市に限定した結果として、高齢化と密接に関わる費目についてはサンプ

ルとなった市の間での有意な差が表れなかったためと推測される。土木

費の内訳として、道路橋梁費、都市計画費はどちらもプラスで有意とな

り、これらの費目の地価への資本化が証明され、土木費の有意な結果を

補強しているといえる。教育費の内訳として、「小学校費と中学校費の

合計」は全市のケースと同様に有意とならなかった。

　4.3 分析結果のまとめ

　全市の分析結果と高齢市の分析結果を元に、地方歳出に絞って結果を

まとめておく。

　全体として、全市と高齢市のどちらの場合においても地方歳出がその

歳出割合として半分以上の割合で資本化されていることが確認された。

歳出費目別で見ると、民生費や土木費といった歳出割合の高い費目にお

いて資本化が確認されるとともに、衛生費や消防費といった歳出割合の

低い費目においても資本化が確認された。

おわりに

　本稿においては、地方の歳出項目について資本化の検証を行うととも

に、さらに進めて、高齢社会の地方行政サービスという観点から高齢化

の進んだ地域を取り上げて資本化の検証を行った。分析結果として、全

ての市を対象とした場合と高齢化の進んだ市を対象にした場合のどちら

においても地方の財政支出がその歳出割合として半分以上の割合で資本

化されていることが確認された。

　今後も継続的に高齢化率の上昇が見込まれる状況の中で、高齢社会に

おける地方行政サービスのあり方という視点から考えると、歳出費目の

資本化が住民ニーズの反映と捉えるならば今回の高齢化の進んだ市にお
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ける分析結果で資本化が確認された費目を重視していくということも、

ひとつの考え方としてありうるのではないだろうか。

　また、今回の分析において確認された歳出費目ごとの資本化の有無に

ついて、その歳出内容から見えてくる資本化の境界線として、地方財政

においてのみ提供可能と考えられる公共財サービスの費目について資本

化が確認され、主として民間のサポートを行う内容の費目、あるいは民

間でも部分的に提供可能と考えられる費目の資本化が確認されなかった

といえるかもしれない。このことは、地方財政活動の住民に対する必要

性や有効性を改めて再確認させるとともに、今後の歳出のあり方を考え

る際にも１つの基準となるのではないだろうか。
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